
告  示 

埼玉県公安委員会告示第16号 

 埼玉県公安委員会の掲示板を次の場所に設置した。 

  平成25年２月１日 

                     埼玉県公安委員会委員長 靑 葉 昌 幸 

１ 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号埼玉県庁第二庁舎北側出入口脇 

２ 埼玉県上尾市大字平塚1281番地５埼玉県警察本部分庁舎（上尾）正門脇（道路交通法（昭 

   和35年法律第105号）第51条の４第７項、第10項、第14項及び第18項並びに第75条の２第 

  ３項並びに確認事務の委託の手続等に関する規則（平成16年国家公安委員会規則第23号） 

  第６条の規定により公示する場合に限る。） 

 

 

 

 


